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新庁舎建設に関する特別委員会会議録 

 

平成２８年８月１９日 金曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ０時０６分閉議（実時間１１９分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．新庁舎の機能、規模、予算など新庁舎建設

に関する諸問題の調査 

（基本構想（案）に係るパブリックコメン

トの実施結果及び基本構想（案）につい

て） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  前 垣 信 三 君 

副委員長  幸 村 香代子 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  友 枝 和 明 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

委  員  矢 本 善 彦 君 

 

※欠席委員 成 松 由紀夫 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長       岩 本 博 文 君 

  新庁舎建設課長   谷 脇 信 博 君 
 
  新庁舎建設課 
            辻   雅 彦 君 
  新庁舎建設係参事 
 

  財政課長補佐    中 村 光 宏 君 

                              

○記録担当書記     岩 﨑 和 平 君 

            松 本 和 美 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（前垣信三君） おはようございます。

（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）定刻

となり、皆さん方おそろいですので、本日は成

松委員からの欠席届が出ておりますが、定足数

に達しましたので、ただいまから新庁舎建設に

関する特別委員会を開会いたします。 

                              

◎新庁舎の機能、規模、予算など新庁舎建設に

関する諸問題の調査 

（基本構想（案）に係るパブリックコメントの

実施結果及び基本構想（案）について） 

○委員長（前垣信三君） それでは、特定事件

であります新庁舎の機能、規模、予算など新庁

舎建設に関する諸問題の調査を議題とし、調査

を進めます。 

 それでは、基本構想（案）に係るパブリック

コメントの実施結果及び基本構想（案）につい

てを議題といたします。 

 なお、本日は、先般実施されましたパブリッ

クコメントの結果及びパブリックコメント実施

後に開催されました市民検討委員会からの意見

等を踏まえ、基本構想案がまとめられたようで

ありますので、これらの２つについて、執行部

に対し、報告を求めるものであります。 

 それでは、本件について、執行部より報告を

願います。 

○財務部長（岩本博文君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

財務部の岩本でございます。 

 本日の特別委員会の審議に先立ちまして、先

日の熊日新聞の報道の件で、一言、おわびを申

し上げたいと思います。 

 ８月６日の熊日新聞に掲載されました新庁舎
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建設に関する新聞報道の件でございますが、誤

解を与えるような内容になっておりました。 

 ８月５日に開催をいたしました市民検討委員

会では、前回の市民検討委員会での協議におき

まして、次回は、執行部のほうでパブリックコ

メントを整理した資料等をもとに、市民検討委

員会で検討するということになっておりました

ため、これまでの基本構想（たたき台）に修正

を加えた基本構想案を市民検討委員会に提案い

たしたところでございます。 

 その内容は、新聞報道のとおりでございます

が、提案を公表と記載されていましたことか

ら、市が決定したものを市民検討委員会に説明

したかのように受け取られてしまい、市民の皆

様を初め、特別委員会の各委員におかれまして

は、状況がよくわからないとか、一体どうなっ

ているんだということで、大変、御心配、御迷

惑をおかけしたことと思います。この場をおか

りしまして、おわびを申し上げます。 

 本日提案しております基本構想案は、パブリ

ックコメントでいただきました御意見及びこれ

まで慎重に御審議いただきました特別委員会か

らの御意見、市民検討委員からの御意見を踏ま

えたものでございます。この後、担当の谷脇課

長に説明いたさせますので、よろしくお願いい

たします。また、パブリックコメントへの市の

考え方につきましても説明させていただきま

す。 

 本日も大変お世話になります。よろしくお願

いいたします。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）新庁舎建設課長の谷脇です。よろしくお

願いいたします。 

 それでは、パブリックコメントのほうから先

に御説明させていただきます。 

 ６月６日から７月４日まで行いましたパブリ

ックコメントでは、お手元にあります八代市新

庁舎建設基本構想（たたき台）に関するパブリ

ックコメント一覧のとおり、５０８件の御意見

をいただきました。 

 また、市民の関心を反映した件数をまとめる

ことに時間がかかり、御意見に対します市の考

え方を公表するのがおくれましたことをおわび

いたします。 

 それでは、パブリックコメントにつきまし

て、御意見を集約し、市の考え方を記載いたし

ました、お手元のＡ４横位置の１７ページの資

料をもとに御説明させていただきます。分厚い

ほうではなく、薄い横位置の資料でございま

す。一つ一つの項目については、後ほど目を通

していただくこととして、ここでは数項目を拾

い上げ、簡潔に御説明いたします。 

 多数いただきましたパブリックコメントを規

模、機能、地域活性化、合併特例債、防災、財

政、その他で整理し、市の考え方を公表してお

ります。 

 １ページの規模では、想定工事単価への御意

見をいただいておりますが、右側の市の考え方

のほうに記載しておりますように、東日本大震

災の復興や東京オリンピックなどによる建設需

要についてお伝えしておるところでございま

す。 

 めくりまして２ページになりますと、人口減

少に見合った規模の庁舎を願うが、職員が減ら

なかった場合の八代市の負担額も想定しなけれ

ばならないのではないかとの御意見をいただ

き、適正な庁舎規模を検討する旨を回答いたし

ております。 

 ５ページからの機能では、現在、分散して執

務ができているので、このままでもよいとか、

本庁機能との関連性が希薄なセクションの配置

を千丁支所、鏡支所として、有効な活用を考慮

すべきといった御意見や、農林水産部や建設

部、商工観光部、環境部など、相互に密接な関

係を持っている部署を分散させるのは縦割り行
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政に逆行するだけだ。車に乗らない人や高齢

者、障害のある方などのことを考えないといけ

ないなどの意見があり、熊本地震被災後、緊急

避難的に現在分散しておりますことにより、市

民の皆様から寄せられました苦情や、支所機能

の維持、拡充について回答をしているところで

ございます。 

 ９ページからの地域活性化では、市役所が市

のシンボルとなり、中心市街地の活性化につな

げる御意見や現有施設の空きスペース活用方法

に関する意見などをいただきました。 

 １１ページになります。 

 合併特例債では、返済額の７割を国が払って

くれる非常に有利で特別な借金だから、これを

有効活用しない手はないといった御意見や、特

例債も借金であり補助金ではないので、経費は

必要最小限に抑えながら建設すべしといった御

意見をいただいたところです。 

 １２ページからの防災では、リスクに対する

意見をいただいており、リスクに対する市の考

え方を機能別に回答いたしております。 

 １５ページからの財政では、市町村合併時の

借金は約６４０億円だったのが、今は約１００

０億になっているとの御意見について、６４０

億円は一般会計のみの借金で、合併当時は６３

５億円でしたが、今は６０９億円であること、

１０００億円は特別会計や企業会計まで含めた

もので、合併当時は９８７億円でしたが、今は

９０１億円であることなどを回答いたしており

ます。 

 最後に１７ページ、その他では、庁舎建設が

何の目的で、誰のために建設されるのか、原点

に帰って考えていただき、集中型、分散型どち

らにもよい点があり、両方のよい点を生かして

基本構想を検討し、これからの高齢化社会に向

かっての市民サービスの向上、また、市の発展

のために、早期の建設を望みますとの御意見を

いただいており、御意見のとおりでありますの

で、市の目指すところを回答させていただいて

おります。 

 以上、パブリックコメントを整理し、市の考

え方を公表したことについて、説明させていた

だきました。 

 では、続きまして、基本構想について御説明

いたします。 

 お手元の表紙に八代市新庁舎建設基本構想案

と書かれております、緑色の文字で書いてござ

いますが、その冊子でございます。 

 パブリックコメントにより市民の皆様からい

ただきました御意見、これまでの特別委員会で

の御意見、それらをもとに市民検討委員会で検

討いただきましたので、本日、基本構想案の主

な変更点について、御説明させていただきま

す。 

 まず、１ページでございますが、下段に、今

回発生しました熊本地震により本庁機能を分散

したことを追加で掲載しております。 

 また、４ページでは、震災被災状況につい

て、その破損状況を文字と写真で紹介しており

ます。４ページでございます。 

 続きまして、５ページの（３）現庁舎の課題

では、丸い黒ぽつの、耐震性能が低いの部分

で、本震により市役所が損壊し、機能停止に陥

り、応急活動や復旧･復興に向けた対策拠点と

しての機能を果たすことができなかったとして

おります。 

 ８ページに行きます。 

 ８ページの表では、一番下に、平成２８年

度、本庁舎損壊により複数の施設に移転という

ことを記載しております。同様に、右側の９ペ

ージでも、下段の黒丸であります、熊本地震の

影響としまして、市民サービスの観点から、一

刻も早い本庁機能回復が求められていますと追

記いたしております。 

 そして、１０ページでございます。 

 ３、新庁舎建設の考え方の（１）新庁舎建設



 

－4－

の方針では、最初の黒丸の文末の２行になりま

すが、新庁舎建設については、市民の利便性や

業務効率等を考慮しながら、既存施設の有効活

用も含め検討してまいりますと変更いたしてお

ります。 

 飛びまして、１８ページでございます。 

 （４）の新庁舎の機能では、上から２行目

に、さらに、利用状況により多目的な使い方が

可能な柔軟性や、将来の様々な変化に対応する

よう検討しますということを追記いたしまし

た。 

 このことによりまして、１９ページの図にご

ざいます庁舎機能及びまちづくり機能を状況に

より多目的利用、下のほうに書いてございます

が、状況により多目的利用の枠で囲ませていた

だきました。 

 次に、２０ページの（５）庁舎規模の設定で

す。 

 それでは、中段の新庁舎の規模の設定条件と

算定の①想定職員数としまして、既存施設の有

効活用も含め検討し、庁舎に配置する職員数を

約７００人としました。 

 下の②想定議員定数では、議員数を現在の条

例に規定されております３２人としました。 

 ③新庁舎の規模では、新庁舎の規模による建

設費を抑制するため、主に職員が使う事務室面

積を圧縮した上で、新庁舎に配置する職員数を

７００人と見込み、新庁舎の規模を約１万９０

００平米としました。 

 続きまして、２１ページの④でございます。 

 庁舎整備事例による設定規模の検証では、人

口規模が同等の自治体と比較しております。同

等の自治体での職員１人当たりの床面積の平均

は２９.２６平米ですが、本市の１人当たりの

床面積は２７.１４平米と、類似都市の事例の

平均より下回る水準であることがわかります。 

 下段の⑥庁舎階数・職員配置では、基本構想

では、庁舎の大まかな規模や機能について示す

ものであり、具体的な庁舎の階数や職員の配置

については示しておりません。次の設計段階に

おいて、利用状況と敷地条件、法的な制限をも

とに階数の検討を行い、市民の利便性や業務効

率等を考慮し、配置を検討してまいりますと記

載しております。 

 続きまして、２２ページのスケジュールでご

ざいます。 

 現在の状況に基づきスケジュールを引き直し

ておりますが、ごらんのとおり、平成３２年度

中の完成が厳しい状況です。ですが、表の下に

記載しておりますように、住民サービスの回復

をさせるには、被災した庁舎を早急に復旧する

ことが求められておりますので、今後、設計及

び施工において、さまざまな手法を検討してま

いりますと記載いたしております。 

 ２３ページになります。 

 ２３ページの（７）資金計画では、今回の建

設規模見直しに基づき、基本構想（たたき台）

での建築工事費は約１１７億円でしたが、約１

９％減の約９５億となり、総事業費につきまし

ても、約１３４億円から約１１２億円となって

おります。 

 めくりまして、２４ページでは、財源を記載

しております。 

 ア、市の財政負担を軽減できる市債としまし

て、ａ、合併特例債と、ｂ、熊本地震に伴う災

害復旧事業債を想定しています。合併特例債

は、本市が平成３２年度まで活用できる市債

で、事業費の９５％までを借り入れることがで

き、借り入れた元金と利子の７０％を地方交付

税で賄える有利な市債です。 

 一方、災害復旧事業債は、被災施設の被災前

の規模までを復旧対象とする市債ですが、今回

の熊本地震に伴う特例措置として、再建される

庁舎に入る正規職員１人当たり３５.３平米を

借り入れ対象としておりまして、借り入れた元

金と利子の４７.５％から８５.５％を地方交付
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税で賄える有利な市債です。これらの市債につ

きましては、どちらか有利な方を活用予定とし

ています。 

 なお、財源の基金活用は、平成２６年度から

積み立てを始めました庁舎建設基金や市有施設

整備基金、約２６億円の活用を予定としており

ます。 

 その他、語句の細かい変更やページの変更な

ど、お手元の新旧対照表で御確認をお願いしま

す。 

 以上、基本構想（たたき台）から、修正いた

しました基本構想案の説明とさせていただきま

す。 

○委員長（前垣信三君） ただいま、岩本部長

並びに谷脇課長のほうから説明をいただきまし

た。 

 冒頭、部長のほうから新聞報道に係るおわび

もいただきましたが、たしか５日の日でしたか

ね、市民検討委員会が終わった後に、執行部か

ら委員長、副委員長宛てに連絡をいただいて、

報告をいただきました。そのときには、市民検

討委員会の内容については一言も御報告ありま

せんでしたので、恐らく他の委員さんも含め

て、６日の新聞報道ではびっくりなさったかと

思います。 

 きょうはほかにも報道機関がお見えになって

おりますし、実際、ある報道では、もう金額ま

で決まったような、９月議会にはプロポが出さ

れるだろうというような記事まで出ております

ので、どうか報道機関の方々は、最終的には議

会が決定することでありますので、中間の地帯

であたかも決定したような書き方は今後なさら

ぬように、ぜひお願いをしておきたいと思いま

す。 

 それでは、今、谷脇課長の説明について、皆

さん方の御意見なり質問をいただきたいと思い

ます。 

○委員（橋本隆一君） 今の御説明の中でちょ

っと気になったの、まず１点だけ質問させてい

ただきます。 

 ２４ページの財源のところで、合併特例債と

熊本地震に伴う災害復旧の事業債なんですけど

も、いわゆる借り入れができる可能期間ちゅう

のがあると思うんですよね、いわゆる借金です

から。そこら辺のところをちょっと説明してい

ただければなと思うんですけど。返済期間です

ね。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 合併特例債

につきましては、もう、こちら、特別委員会で

もずっとお話しいたしましたように、借り入れ

ることが可能な期間が平成３２年度まで、そし

て、その借金の返済につきましては、市中金融

機関、要は縁故資金という言い方をするんです

が、からの借り入れになりますので、返済する

期間はそれぞれの自治体、市町村に委ねられて

おります。 

 片や災害復旧事業債と書いておりますが、実

際は一般単独災害復旧事業債という言い方をし

ますけども、こちらにつきましては、政府資金

から借りることになります。ので、基本的に、

基本的にといいますか、今の制度ですと、１０

年償還になります。１０年間で償還する、最初

の２年間は据え置きということになります。 

 借り入れ時期でございますが、こちらにつき

まして、今、明記がございませんので、いつま

でにということはございません。ただし、災害

復旧事業債というのは、応急が、速やかに復旧

を行うということを前提としておりますので、

それで期限が伸びるというふうな答え方は、執

行部としては出しておりません。 

 以上です。 

○委員（橋本隆一君） ありがとうございまし

た。災害復旧事業債は１０年間償還期間がある

ってことで、さっきの合併特例債ちゅうのは、

借り受け者との交渉によって決まるってことで

すが、最長何年ぐらいまではそれができるわけ
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でしょうか。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 自治体と金

融機関との交渉で償還期間が決まるというのは

事実でございますが、通常、民間の金融機関か

ら借りましても、国庫補助金の適化法というの

がございまして、それぞれの建物とか道路と

か、公園とか、耐用年数、そういうのを必ず考

慮してからの起債になりますので、その償還年

数、要は返す年度につきましては、どういうも

のかというのに準じた年数を、通常、自治体は

宛がいます。ちなみに、過去お出ししました財

政計画では、２５年間の償還を考えておりまし

た。 

 以上です。 

○委員（橋本隆一君） よく理解できました。

ありがとうございました。 

○委員長（前垣信三君） ほかにはございませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） 今回の提案、これは提

案ですよね、執行部。この提案の位置づけとい

うものば、もう一回よかですか。冒頭にあった

ように、マスコミ、記者さんさえですたい、表

現を間違うような話になっていくとですけん。

これは何なのかちゅう話ですたい。どっから出

たものなのか、どこに根拠のあるものなのか。

これはどげんする、これの位置づけですね。 

 最初はパブコメの意見、皆さんの意見を踏ま

えたものという話だったんですが、これが後、

どうなっていくのかっていう話も含めてです

よ。ただ、それば含めてここに提案したものな

のか、あと、これは変わっていくものなのか、

ここが最終案なのか。その辺のちょっと、この

案の位置づけっていうとば、ちょっともう少し

詳しく話してもらえんですか。暫定的なものな

のか、最終場面にあるものなのか。 

○財務部長（岩本博文君） 基本構想（たたき

台）から始まりまして、いろんな意見をいただ

いてきました。その意見の中には、パブリック

コメントからの意見、特別委員会からの意見、

そして、市民検討委員会からの意見ということ

で、いろんなそういう意見を踏まえて、今回は

たたき台ではなくて、基本構想案として提案を

させていただいております。 

 ただ、十分長い期間を経まして意見をいただ

いてきまして、それらを全て取り入れてしまう

ということはなかなか難しゅうございますの

で、取り入れる意見、取り入れない意見、それ

ぞれあったかと思いますけれども、そういう中

で、こういう集合物みたいなところでの、結果

としての最終的な案が、基本構想案が出てまい

りましたので、本日、これを提案させていただ

いて、きょうの特別委員会で意見をいただい

て、そして、それを市長に報告いたしまして、

最終的には市長に判断をしていただくというよ

うなスタンスできょうは望んでおります。 

○委員（亀田英雄君） 暫定的にたたき台を修

正したもの、今まではたたき台だったんかな。

で、たたき台の最新バージョンちゅう感じでよ

かっですかね。まだ変化していく。 

 確認なんですが、ようわからんもんですけん

ね。決定したという報道があった後だけんです

よ、この辺がしっかりしとかんばですたいと思

って言うとですよ。まだいくとですね。しっか

り話をしてください。 

○財務部長（岩本博文君） きょうのこの案に

ついて、変更が可能かどうかということにつき

ましては、その変更をするかせぬかというとこ

ろの判断は、以後は市長に委ねられるというこ

とで、この案に対する委員会の意見をきょうは

承るというようなところで案を出しておりま

す。 

○委員（亀田英雄君） 事務方としては、責任

持って出した案でしょう。これ、事務方として

は最終案じゃなかですか。 

○財務部長（岩本博文君） はい、そのような

ことです。 
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○委員（亀田英雄君） この数字に７００人と

いうのが出とりますよね。ちょっと今ひっかか

っとたのが、もともと１３４億の根拠になった

のは７９９人だったかな――７９９ですよね。

９９人減らしたのは、どうされるのか。これは

職員の減はないという話だったんですが、職員

の減をされるのか、分散されるのか。７００の

根拠というのは、どこにありますか。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 基本構想案

のほうにも記載いたしておりますとおり、既存

施設の活用をという言葉が１０ページにあった

かと思います。そこがベースでございます。 

 考え方としましては、被災前に本庁舎と別館

に従事しておりました職員数が、大体７００人

おりましたので、それと同等の人数規模で考え

ました。 

 支所に配置する部署につきましては、今後、

市民の声を聞きながら、市民サービスに影響を

及ぼさない部署を組織再編なども視野に入れて

検討して、当面、支所に配置するというふうに

考えております。 

○委員（亀田英雄君） だから、７００人の根

拠ば教えてもらわんばいかんとですよ。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 繰り返しに

なりますが、被災前に、今は閉庁しております

本庁におりました職員数が基礎でございます。 

○委員（亀田英雄君） おった人数が基礎と。

それではですよ、分散するちゅうことでしょ

う、結局。そげん考え方じゃなかっですか。そ

っば言うてほしかっばってんですね。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 去る８月５

日の市民検討委員会でも、同じような質問を委

員さん方からいただきました。 

 考え方としましては、本庁方式の集中型から

分散型に今回、考え方がシフトしております。 

○委員（亀田英雄君） 言質をとったというこ

とじゃないんですが、分散型に移行したという

ことで伺いました。 

 それならばですよ、７９９の根拠というとに

また返っていくとですが、この分散型の一番初

めに出た話は、特別委員会で私たちが出したっ

ですよね。それについては、５４７人っていう

人間ば想定しております。最後に、３月議会の

最終場面で、市長が提案してくれというような

言葉のあった中での話、もう何回も、皆さん御

承知のあれですけん、あんまり繰り返さんとで

すばってん。 

 最大限尊重して、分散型に移行すっとならで

すたい、７００人って話じゃなくて、５４７と

いう数字になっていくとが本当じゃなかろうか

と思うとですが、５４７と７００の数字の乖離

は何でこうあっとかという話ですね。分散型に

移行すっとなら、もう少し分散型の提案の趣旨

というのは、既存の施設を利用して、本庁の建

設費をなっだけ抑えようじゃないかというよう

なのがあったと思う。これじゃあ、その趣旨は

発揮できんじゃなかですか。趣旨を御理解いた

だいていないというふうにしか感じられんとで

すたい。７００に減らしたけんよかでしょうっ

て、これ、折衷案ですよというしか受け取れん

とですが、本当に分散型に移行したのかという

ふうに思うとですよ。これで本当にいいものが

できるのかちゅう話ですたい。どんな考えられ

ますか。 

 ７００という根拠を私は、今言いなったこと

じゃあ希薄なんですよ。分散型に移行したな

ら、もっとするべき。じゃなからんば、特別委

員会のあれに沿ったものにはなり得ないという

ふうに思うんですが、その辺の見解を伺いた

い。この数字の乖離ですよ。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） パブリック

コメントの中でも、もう多分ごらんになられ

て、幾つか見てらっしゃるかと思いますが、あ

の一覧表の中でもたくさんございました、御意

見が。そういう中で、交通弱者でありました

り、高齢化社会に向かっていくときに、市民が
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不便をこうむらないようにしてほしいという御

意見、大変いただいております。 

 その辺を含めまして、私たちのほうも含めた

上で、特別委員会からの御意見と今申しました

パブリックコメントからの御意見などをいただ

いた中で、経費を抑えるために既存の施設を活

用して、極力経費を抑えろという御意見をいた

だいておりますことから、７００人といいます

のはあくまでも規模、７００人規模でございま

して、７００人入るんだということを担保して

いるものではございません。 

○委員（亀田英雄君） それなら、もう少し精

査すべきじゃないんですかね。それじゃあ丼勘

定って言われても――。言いたくなかですけど

ね。そうじゃないと、ほかの職員に対して示し

のつかんちゃなかですか。このくらいのことで

事業費ば積み上ぐって話はですよ。もう少しそ

の辺を精査する必要があらせんですか。 

○財務部長（岩本博文君） もとの質問に立ち

返りまして、分散型の案の中で、２５２人の減

員というところで、いろいろ検討された案を検

討させていただいた中で、何といいますか、そ

の施設本来の姿で、あるべきスペースまでも食

い込んだところで執務面積を使ってしまってい

るがために、その本来の施設で働くべき活用が

できない状況に陥ってしまう可能性があるとい

うような判断をいたしております。 

 もうちょっとわかりやすく言いますと、支所

にいろいろどーんと入るだけ詰め込めというこ

とで、配置はできます。ただ、今回、地震とい

う災害を受けまして、避難されて来られる方

が、なかなか職員が入っているがためにそこに

避難できなかったというような状況もありまし

て、本来あるべき、普段は、言葉は悪いですけ

れども、がらんとしておっても、そこはいざと

いうときには本当に役に立つと。無用の用と

か、何かそやん言葉もありますけれども、本当

にそこは重要なんだというような、そういうと

ころもございまして、提案された２５２人でそ

ういうところまで行ってしまうと、支所機能の

本来の姿も生かせなくなるんではないかなとい

うところも考えまして、１００人規模の、従

来、本庁のもともとあった姿での規模を想定し

て提案をいたしたところです。 

○委員（亀田英雄君） 普段使わないところが

非常時のためになるという話は、それは全然否

定せんとですよ。それは否定しない。だから、

あのスペースもずっと認めて来たことですけ

ん。 

 で、提案はですたい、千丁と鏡をもう少し使

えないですかと、あと２０年使えんとですかっ

ていう話に、具体的に話は入っていくとですけ

ん。そうすっと、約２００人、済みませんね、

数字的にはちょっとあれですが、ぐらいの削減

ができるという提案だったと思うとっとです

よ。無用に、そげん食い込んで減らせっていう

話じゃなくて、具体的に提案しとっとですよ

ね。それに対する執行部の考え方がきちんとさ

れていないと。そういう投げ方をここでしたっ

ですけんがって思うんですよ。分散型って言い

なっとならですたい、そこまではあからんとで

すばいという話ならよかっですが。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 当初、特別

委員会の案としていただきました２５２人削減

の考え方としましては、下水道課とか下水道の

建設課、それと総務課、それに水道局、そうい

うのが鏡のほうに入るみたいな構想でございま

した。 

 市民サービスの観点から見た上で、水道局を

利用される方々は、基本的に八代市内の方々で

す。下水道もしかりなんですが、そういうふう

な、実際、お客様のそばにない事務所っていう

のは、ちょっと行政側としては想定ができな

い、この中でもよく出ましたけども、お客さん

のほうに出向いたらどうだという御意見もござ

いました。お客様に近いところにおるっていう
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ことを考えますと、ちょっと２５２人の削減は

厳しい。削減といいますか、を各支所に分配す

るのは厳しいという判断となりました。 

 また、パブリックコメント一覧表でざっとあ

りますけども、これは私の言葉ではなくパブリ

ックコメントの言葉なんですけども、そもそも

２５２人の職員削減ができるのでしょうか、基

礎となる削減の根拠が希薄なだけに説得力に欠

けますというふうに書いてございます。要は、

２５２人本当に減るんですよねということで、

市民からの御意見もあるところです。ですの

で、現在は７００人という、被災する直前まで

職員がいた数の規模で今回出したということに

なります。 

○委員（亀田英雄君） 被災する前っていう話

なら、具体的に立ち返ればですよ、教育部を千

丁にしてちゅう話に考えてよかですたいね、具

体的に言えば。それは提案した話ですから、私

たちが。あと、鏡はどうやって使うのかってい

う考えがなかじゃなかですか、具体的な話にな

ると。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） こちらも繰

り返しになりますが、今回は、どこの部署をど

こに配置するということは一切出しておりませ

ん。これから市民の皆さんの意見を聞いて、本

当に本庁にあってほしいというところが行く

と。そして、市民の皆さんに余り影響のない部

署の部分を既存の施設を活用するという方針で

ございまして、どこにどこを持っていくという

ことは一切書いておりません。 

○委員（亀田英雄君） 既存の施設を有効利用

するって言うとっとやけんですたい、ある程度

そこら辺の青写真のあって、きちんとした数字

の出さんば、そら納得できんですもん。そげん

したもんじゃなかですか、せんばあって、どげ

んした、その積算根拠がわからんって何遍も言

うばってんですたい、そら前んとは想定しとっ

て言うばってん、そっじゃ曖昧ですもん、あん

まり。そら建設費が大分違ってきますよ。 

○財務部長（岩本博文君） 今、基本構想の段

階ですけれども、今後の基本設計、実施設計に

入ってまいりますけれども、基本構想で大まか

な規模を決めて、そして具体的に、千丁、鏡と

かまでですね、使うとしたら、今までの議論の

中にあった支所が候補に挙がってくると思いま

すけども、そういうところもいろいろ考えなが

ら基本設計に入っていくということで、まずは

基本構想をですね、旧庁舎規模で想定してつく

って、つくってといいますか、基本構想を完成

させて、そして、その後ですね、今この場でで

すね、余り青写真というか、詳しいところまで

図面を引いてしまいますと、ちょっと動きがか

なりとりにくい、いろんな状況に対する対応が

しにくい面も出てくるんじゃないかと思うんで

す。 

 ですから、構想は規模をまず決めて、その

後、そういう突っ込んだ議論をさせていただき

たいというふうには思っております。 

○委員（亀田英雄君） そこまでぶっちゃけた

話ば最初からしてもらえればですね、返事のし

ようもあっとですばってんが。私たちも今まで

ですたい、予算ば認めてきたと。おたくたちは

認めてきたけん、ここまで来とっとですばいっ

ていうことで、今まで来とっじゃなかですか。

ここばはいどうぞって認めてしまえば、認めな

ったっじゃなかですかって、またそう言いなっ

でしょう。だけんが、こやしこ話ばすっとです

たい。 

 部長、今までいろいろさんざんやられたやな

かですか。こうあたたちは認めたっばいたっ

て。私たちは議論ば進むっために、はいどうぞ

ってきとった部分についてそれだけ言われたっ

ですけん、ならもうちょっときちんと出してよ

って今、言いよっとですたい。そうがあからん

となら、どげんしましょうかね。 

○財務部長（岩本博文君） 今、申し上げまし
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たように、この特別委員会は、まだ存続いたし

ます。そういう中で、基本設計（｢違う違う。

そら俺たちが決めるこったい」と呼ぶ者あり）

そうですね、失礼しました。 

 一番最初の話の根っこのところからなんです

けど、基本設計まで見ていってもらいたいなと

いうところがございまして、そういう気持ちも

持ってます。そこでまた御意見をいただきなが

らという気持ちも持ってますので、ここで本当

に今、委員がおっしゃったとおり、これで固め

て、後はがちがちに動けぬというような状況で

あれば、本当にそこまで求められるかなという

ふうな気はいたしますけれども、まずはです

ね、骨格的な方針を基本構想では決めるという

ものですので、そういうところで御理解をいた

だきたいと思います。 

○委員（亀田英雄君） せっかくだけんですた

い、分散型って認めなったっだけん、どこかに

分散型って一言入れられればよかと思うとです

が。そうすっと、話のスムーズに進むというよ

うな気のしますが。何でそこを分散型ってうた

いならんですか。分散型って、課長、決めなっ

たって言いなったでしょう。今後、その文言を

挿入する予定はございませんか。 

○財務部長（岩本博文君） 前向きに検討しま

す。 

○委員（亀田英雄君） 失礼しました。一旦、

終わります。 

○委員長（前垣信三君） ほかにございません

か。 

○委員（橋本幸一君） 被災後ですね。市民の

皆さんの声と今、実際、分散されて、集中型っ

て非常に皆さんの声が日に日に高まっている

と、私はいつも聞くんです。やっぱそういう中

でですね、今回のこの分散型で方向転換ってい

うことで、非常に残念で実際にたまりません、

まずもって。 

 それでですね、今、そういう方向になった現

在ですね、やはり、これまでの市民の皆さんが

不便感、不便感はですね、絶対これは新庁舎に

は持ち越していってはならないという、私はそ

う思っております。 

 そういう中でですね、以前から言ってたんで

すが、ワンストップサービスですね。これが非

常に、これはリンクしていると思うんです、市

民の皆さんの不便感と。それについての今回の

この分散というのは、接点といいますか、それ

についての考え方というのは、執行部としては

どう考えておられますか。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 今、言われ

ましたように、市民の皆様方からはかなり不便

であると、パブリックコメントの中にもありま

したように、高齢者がバスに乗って、千丁行っ

て、鏡行っては大変なんだと。あと、１日昼休

みしか時間がない人は、そう何回も休めないん

だというふうなことを言われ、要は、分散した

ことによって不便であるということの苦情等

は、確かに承っております。 

 ですが、今回、特別委員会にしろ市民のパブ

リックコメントにしろ、経費は極力抑えてほし

いという御意見もありましたことから、ここは

元のサイズにすると、元のサイズというか、元

被災前の状況を基準とした人数、おおむね７０

０人規模ということで今回出させていただきま

したわけですけども、この基本構想の中でも書

いておりますとおり、ワンストップサービスに

ついては今後検討し、検証しまして、市民の皆

さんに極力御迷惑がかからないような方向で申

請等ができますようなことはやっていくところ

でございます。 

○委員（橋本幸一君） 結局、今、職員の庁舎

の人数、職員数の文言が出たわけですが、やは

りこれは非常に、今、亀田委員もそこは心配さ

れる、そこと思うんですね。以前の５００、そ

れと今回の７００、そこについてのですね、接

点というのは、やっぱり部署をどこに持ってい
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くかということがもう歴然としとるわけです

が、私はどうしてもですね、そこはこれからや

っぱり５０年以上使う庁舎にですね、何だこの

不便性はという、その辺はですね、絶対感じち

ゃならないと、やっぱりそういう庁舎をです

ね、つくらなければならないと思っとります。 

 そこについては、先ほどのこのワンストップ

サービス、これはぜひともですね、していかな

ければ、これからの高齢者対策、それから身障

者の皆さんに含めてもですね、理解でけんと思

うとですね。そこはぜひともお願いしたいと思

っております。 

○委員長（前垣信三君） ほかに御意見ござい

ませんか。 

○委員（野﨑伸也君） まず、きのうなんです

が、私ごとの話ですけれども、きのう、たまた

ま八千把のほうに市民の方から呼ばれて、おう

ちにちょっとお邪魔してからいろいろ話ばした

んですけど、被災後の話とかですね、いろいろ

話をして、確かに今、いろんな庁舎の関係も分

散されてからっていう話がされました。 

 その中でですね、言われたのが、一番近かと

ころに何でんでくっところのあればよかないと

いう話ばですね、切実にされました。やっぱり

車も運転できんごとなってきたって。なれば買

い物も行かれんごっなってくっと。そやんとき

に、一番近かところで何かできることは、シス

テムはなかったろうかないというような話をき

のうたまたまされまして、そのときにですね、

以前から山本委員が言われておりました、市民

に一番近いところっていうのは、やっぱり公民

館だったり、それぞれのですね、そういった近

くのコミュニティセンターとか、コミュニティ

センターは今ないですけれども、そういったと

ころが一番と。そこを充実するべきじゃないか

と。そこでワンストップサービスというような

新たなですね、手法ができんとかいというよう

なことをですね、言われたのをちょっと思い出

して、今、そういう考えもできんことはないん

じゃないですかねというような話もですね、お

伝えしてきたところなんですけれども。 

 今、橋本委員も言われたワンストップサービ

スというのは、非常に重要なんですよね。庁舎

が１つのところにあって、そこに行けば、行け

ばという話なんですが、今、きのうの私ごとの

話なんですが、そこに行くまでがもう大変なん

だという話でしたんで、今までの既存のです

よ、このワンストップサービスのやり方だった

り、自分たちの仕事のやり方っていうのは、や

っぱり一回崩してからですよ、新たな手法、全

国的にどういったところが、もしかしてされて

るところもあるかもしれん、もしかしたらされ

てないところもあるかもしれんけど、この新庁

舎建設という、これを機にですよ、自分たちの

仕事のやり方とか行政サービスのあり方とか、

本当に市民目線に立った、動けない方たち、弱

い方たちに立った視点でですよ、新たな庁舎建

設ばつくってみらんですかっていうふうにまず

は思いましたので、それは伝えておきます。 

 で、ちょっと質問に戻っとですけれども、先

ほど亀田委員がですね、いろいろと言われた中

で、分散型っていうのにかじを切られたってい

う話をされたんで、大分、自分たちの意見も取

り入れていただいたんだなというふうに思った

ところです。 

 あと、谷脇課長のほうから７００人というと

ころは、ちょっと曖昧なところがあるけど、前

の庁舎に入った人数をもとにというような話で

あったと。ただ、亀田委員からは、もう少し詳

しくどこに何を入れるかっていうのは、やはり

入れて説明してもらわぬと困るよというような

話があったと思うとですけれども、私も実際そ

やんだと思うとですよ。流れの中の話で、ずっ

とこの特別委員会がずっとあってる中で、最終

的にいろいろ折り合わん部分があったもんです

から、自分たちは分散型というのを提案して、
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提案してくださいと逆に言われたもんですか

ら、自分たちも一生懸命なってですよ、あそこ

には、――調べに行きましたよ、ここには何平

米ある、ここは使っとらんとがどしこあると

か、ここにも来ました、あっちの支所、千丁に

も行きました。そやんことばしながらですよ、

一生懸命つくった案なんですよ、あれは。どこ

に、自分たちも素人ながらですよ、ここにこん

だけ配置できるねと。ただ、それば配置したに

もかかわらず、１人当たりの職員の面積、平米

数っちゅうのはまだ余裕があるように一応、入

れたつもりやったです、あれは。そういった、

ちゃんと自分たちも一生懸命になってつくった

やつだけん、五百二十何人だったですかね、そ

ういったものを積み上げて御提案ばさせていた

だいて、議論ばしていただいた、そして市民の

皆さんにもパブリックコメントという形で出さ

せていただいたと。責任ある形で、自分たちも

ちゃんと執行部のほうにも返したつもりなんで

すよ。 

 ということは、やはり、そればですたい、ち

ゃんと自分たちも今度は求めるものなんです

よ。７００人っていうのがどのぐらいで、どこ

に何を入れてっていうのは、やっぱり亀田委員

が言われるように、きちっと、やっぱそこは曖

昧じゃあやっぱいかんと思うとですたいね。や

っぱそこがお互いの信頼関係じゃなかですか、

やっぱ。さっき、言質ばとったとかとらぬとか

って話もあるとですが、そこら辺の信頼関係か

らですよ、もう一回やり直して、ちゃんと自分

たちがお願いした分については、きちっともう

一回提案してもらえたらですね、非常に話もで

すね、スムーズに行くっちゃないかと私は思う

ところなんで、そこはもう少し考えていただけ

ればというふうに思います。 

 あと、済みません、さっき説明いただいた中

のやつでちょっと質問させてもらいたいんです

が、２１ページにですね、庁舎の階数、職員配

置で⑥っていうところが下段にあります。次の

設計段階において、利用状況と敷地条件、法的

な制限をもとに、階数についてのことばです

ね、書いてあっとですが、法的制限っていうの

がどういったものを想定されているのか、具体

的にちょっとわからんもんですから、教えても

らいたいなというのが、まず１点あります。お

願いします。 

○新庁舎建設課新庁舎建設係参事（辻 雅彦

君） 新庁舎建設課、辻です。よろしくお願い

します。 

 先ほどの御質問、法的制限というものは、具

体的にいうとどういうものなのかということで

御質問がありましたので、お答えします。 

 法的な制限といいまして、一番大きなものは

建築基準法による制限が多いかと思いますが、

これをこの場で全部説明するのは非常に難しい

ので、簡単に御説明しますと、階数に対して建

物というのは避難に時間がかかりますので、階

数が高くなればなるほど法的な制限というのは

厳しく、一般的になります。 

 その中で、階数で行きますと、例えばです

が、１５階建て以上の場合は、特別避難階段の

設置が必要、その次に、５階建て以上の場合

は、避難階段の設置が必要、それ以下の規模

の、庁舎の規模であれば、直通階段が必要とい

うこと、この３段階の制限があります。ですの

で、階数が高くなればなるほど制限が厳しくな

り、それに対しての設計の条件や必要な面積が

階段にとられてしまうという点がございます。 

 ほかにも非常用エレベーターの設置や耐火建

築物であれば、１５階以上であれば３時間の耐

火の時間が必要であるとか、そういうものがい

ろいろございます。一般的には、そういうもの

を含めて法的な制限ということで考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。



 

－13－

いろいろと教えてもらったですけども、高層階

ば建てれば建てるほど、いろいろ基準が厳しく

なっていくっていうように、今、ざっと理解し

たところです。ありがとうございました。 

 もう１点よかですか。新たな財源ということ

で、先ほど橋本委員のほうもちょっと質問され

たんですけど、一般単独災害復旧事業債、新聞

のほうにもいろいろ出てからですね、ちょっと

記事ば読むだけじゃなかなかですね、難しい部

分が、理解しにくい部分があったんですよ。 

 もう少し詳しくお願いしたいんですが、ま

ず、これば使うってなったときには、壊れる前

の庁舎の部分について、同等のものば建てるっ

てなったら、そこまではこれを使えますよって

いうことなんでしょうかね。それば超える部分

については、職員１人当たり３５.３平米やっ

たですかね、に制限しますよっていう話なんで

すかね。それまでぐらいしかお金ば出せないん

ですよって話なのか、そこら辺がちょっといま

いちわかりづらいっていうので２点ですね。 

 もう１点なんですが、幅がありますよね、償

還金の。４７.５から８５.５％。多分、これは

被災状況ちゅうか、財政状況ですかね、多分、

八代市の財政状況。いろんな自治体の財政状況

によって償還率っていうのが多分、変わってく

るんだろうと思うとですが、ここら辺のところ

ももう少し、もしあらかたここら辺の数字にな

ってくるんだというのがとられとっとで、わか

るとであれば、教えてもらいたいと。じゃあ、

わからないというふうであれば、いつ大体わか

るのか、それを教えてください。３つ。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 今の御質

問、一般単独災害復旧事業債についてでござい

ますが、新聞報道でございましたように、１人

当たり３５.３平米、これは正規職員です。正

規職員１人当たり３５.３平米までは、今回、

特例として起債の対象としますというところま

でが新聞報道で出されております。 

 さっき、野﨑委員がおっしゃった前の規模っ

ていうの、こちらはですね、そもそもの一般単

独災害事業債です。だけん、災害復旧事業債っ

ていうのは、元のとおりに戻すために使うお金

については交付税で面倒見ますよっていうとこ

ろが基本でございまして、ですから、八代市に

置きかえますと、現在の庁舎が１万１５００平

米です。それと、下水道とか水道が入っていた

部分が８００平米ございますので、約１万２３

００ぐらいと考えてください。１万２３００平

米までは災害復旧事業債で見ましょうっていう

のが今までのセオリーでした。 

 ところが、今回は熊本地震の特例ということ

で、何でこの特例が起きたかといいますと、要

は防災拠点機能でありましたり、そういう機能

を全国のどこの自治体も使っているわけですか

ら、その辺を鑑みまして、１人当たり３５.３

平米というふうに枠が広がったということにな

ります。 

 要は、今、ざっと、おおむね７００人ぐらい

ですとお話をさせていただきました。実際、そ

の中には非常勤とかも入ってきますので、実

際、仮にそれが６５０人ぐらいとするならば、

大体２万２０００平米ぐらいまではカバーでき

ますよと。そういう計算が、今のところ、新聞

記事からは読み取れます。 

 ただ、過去の一般単独災害復旧事業債では、

例えば建設単価ですね、平米当たり幾らまで起

債対象として見ますというのがありました。今

回、そういうのがまだ示されておりません。

今、野﨑委員がおっしゃったみたいに、いつご

ろわかるんですかっていうのは、私たちも同じ

考えでございまして、その辺が明確に来るの

が、大体、半年ぐらいかかるんだろうかと。東

日本震災のときも、３月に起きて、９月にたし

か総務省から通知があったかと記憶しておりま

す。ですから、やっぱり半年ぐらいかかるのか

なというふうに考えておりますので、その辺が
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わかって、ずっとお膳立てが済んで、間違いな

いとわかった段階で、どちらかを選ぶというの

を考えてきたいと考えております。 

 それと、最後の質問でございました地方交付

税の算入率、こちら４７.５％から８５.５％と

かなり枠広うございます。こちらは、さっきお

っしゃられたとおり、標準財政収入額ってい

う、これは財政力構成という言い方をするんで

すが、標準財政収入額がベースになります。で

すから、八代市の場合は、今現在も災害復旧事

業債、年間４０００万ぐらいたしか返している

と思いますけれども、そのぐらいじゃあ全然４

７.５％ぐらいしか来ないんです。それが、庁

舎をつくればどうしても金額が大きくなりま

す。大きくなると、返す金額も大きくなると。

大きくなったことによって、８５.５まで引き

上げられるというのが、まだ今の状態でたたい

た感じなんですけども、おおむねたたいてみ

て、元金償還が始まりますと、８５.５％まで

上るかなと。 

 というのはわかっておるんですが、これも幾

ら借りれるかにかかっているものですから、さ

っき申しました建設単価の問題でありました

り、あと、借金するときの基準ですね、起債が

どのくらいなければならないのか。いろいろ東

北震災のときもありましたものですから、東日

本震災ですね、ありましたものですから、その

辺の見解を待っているというところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） ざっとわかったよう

な、わからぬような感じなんですが、何となく

最後のくだりで、八代市が借金ばいっぱい持っ

とればいっぱい返してくれるばいと、何となく

そういうふうに聞こえたもんですから、まあ、

そこは後からまたいろいろ、財政のプロですか

ら、ここに書いてあるとおり、どちらが有利

か、どんぐらい使えば有利かっていうのは、多

分一番考えてから使いなっと思いますんで、そ

こは特に問題ないと思うんですが、たださっき

の橋本委員の質問の中で、まあ、返済が１０年

とか、そんな短い部分で返すてなればですね、

あれ、かなり負担が大きいのかなというような

思いもちょっとあったんで、まあ、そこら辺の

ところはですね、またいろいろと情報が入り次

第ちゅうか、そういった中で、まあ、早目にで

すね、いろいろと御提案とか、御提示いただけ

ればなというふうに思います。一旦終わりま

す。 

○委員長（前垣信三君） ほかにございません

か。 

○委員（亀田英雄君） その財源の話なんです

が、半年後ぐらいしかわからぬて話でしょう、

災害、それ使われるか。で、そげんなれば、合

併特例債ば使うてなったときに間に合わんごっ

なっちゃなかですか。ちょっとまあ、その辺

な、財政のテクニックのあっとでしょうが、あ

ら、間に合わんごつなったって。半年後の答え

を待っとって、こっじゃ、やっぱ難しかけん、

やっぱ特例債でいきたいという答えになったと

きに間に合わんごんなっとですよね。もう現段

階では間に合わんていうことですけん。もう答

えは出さんばんとじゃなかですか。その災害で

いくのか、特例債でいくのか。そげんせんば難

しかでしょう。そら、半年後しかわからぬてい

う話ならですたい。 

 ちょっと素人の話ですけん。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 半年後、こ

れは東日本震災の例でございましたけども、ま

あ、今現在、新聞報道に出てます分だけが頼り

でございます。で、こちら、基本構想の中にも

スケジュールのページに書かせていただきまし

たけども、とにかく頑張って、早く工期がしっ

かりとれてできるように頑張りますという言葉

で書いておりますが、まあ、実際、借金をす

る、要は起債を行うっていうのは実施設計から
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になります。基本設計のときは、まだ起債対象

にならないもんですから、実施設計からとなり

ますので、それまでにわかってくれればいいん

だというふうには考えております。 

○委員（亀田英雄君） なら、特例債のばする

場合でも、あと半年間は、結局ですよ、延ばす

ちゅう話じゃなかでしょう。猶予のあっちゅう

話じゃなかですか。間に合わぬっていう話はど

げんなっとですか。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 今の、まだ

基本構想に着手していない、基本設計に着手し

ていない状況で、これから基本設計に入るん

だ、そして実施設計をするんだ、そして入札し

て工事をするんだっていう、そういう段階を経

ていく中で、今の状況では平成３２年度末まで

の完成が若干厳しいというのがもう見えてるの

で、まあ、それを少しでも３２年までにおさま

るように努力をしますということを書かせてい

ただいてるところでして、で、合併特例債にし

ろ、一般単独災害復旧事業債にしろ、借金する

のは実施設計からですので、平成２９年度から

ということになります。 

○委員（亀田英雄君） だけん、特例債が間に

合わんごっなっていう話じゃなかちゅう話ば聞

きたかっですたい。特例債が間に合わなくな

る、間に合わなくなるっていうとが今までのあ

れじゃなかったですか。間に合うと、間に合う

んじゃなかですか。間に合うって話でしょう、

あと半年内に結論を出せば。私はそげん聞こえ

たっですが。ちょっともちっとわかるごて、話

ばしてくれ。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） このスケジ

ュールで見ますと、実際はみ出しております。

で、はみ出してるということは、最終年度は合

併特例債は使えないということになってしまい

ます。 

○委員（亀田英雄君） で、それは圧縮するて

言いよったろう。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） それば圧縮

するように、要はもう早く、――早くて言うち

ゃいかんばってんですね、基本設計のほうに入

って、首尾よくいけば、いって、間に合うよう

にしたいと。 

○委員（亀田英雄君） だけん、わかるごた話

ばせんけん、ぎゃんなっとだけん。わかりにく

かけん、いろいろ質問せんけん、暇の要っとた

い。（新庁舎建設課長谷脇信博君「まあ、そう

いうとこです」と呼ぶ） 

 わからんごとしなった。 

○委員長（前垣信三君） ほかにございません

か。 

○委員（野﨑伸也君） スケジュールのとこ

ろ、２１ページに、今、現庁舎ば使いながらっ

ていうような中でスケジュールばつくられとっ

た、前はですね、っていう話だったですが、こ

こら辺のところで、あんまりかわりばえがせん

かなっていうふうに思ったんですよ。 

 ただ、今、もう使えない庁舎があそこにある

というような中で、まあ、特別委員会の中でも

誰かが多分言われたと思うとですが、仮設の今

あそこに建てた、本来建てるべきだったところ

敷地、あそこのところはやっぱ埋蔵文化財ので

すね、調査をせんと、時間もかかる、お金もそ

こにかかるという話であったんで、そこが、も

う今はあそこを使わなくてもいいんじゃないで

すかと。現庁舎を早く解体してというような話

もあったと思うとですけれども、ここにはまだ

文化財調査というのがですね、ここに入っとっ

とですが、まあ、並行的に書いてあっとですけ

れども、もう少し単価をやっぱ抑えるっていう

ような話の議論だと思うとですよね、やっぱ。

そうなったときには、やっぱ私は早目にです

よ、解体ばですたい、もうすぐにでもですよ、

着手できるようにしていただいて、あっちの現

庁舎があるほうと今駐車場があるほう、あそこ

ら辺を有効活用して、文化財調査の分もお金が
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減らされるように、そういった設計が、こう、

できるように、早くですたい、解体の費用とか

はこれの前段階でスケジュールちゅうか、どや

んかできんとかなって思うとですたいね。そこ

ら辺のとこ、どやんですか。 

○財政課長補佐（中村光宏君） 財政課の中村

と申します。よろしくお願いします。 

 解体につきましてはですね、財政課のほうと

しても早目にしたいと思っとりまして、その前

にその調査等ありますので、調査関係の経費を

例えば１２月補正に計上して、当初のほうに解

体というふうな流れでいければなというふうに

思っております。 

○委員（野﨑伸也君） やっぱもう使えないや

つば、そのままあのまま残しておくというとも

ですよ、やっぱちょっと見た目にも悪いちゅう

か、ありますし、まあ、早くですね、１２月と

いう話だったんですが、９月には間に合わぬと

かなと今ちょっと思ったですけれども、できる

限りですね、早く解体ばしていただいて、でき

る限り、この文化財調査のほうをしなくていい

ように、経費を削減できるようにですよ、ちょ

っと考えてもらいたいなというふうに思います

んで、一応今のは要望的なところですんで、入

れとっていただければと思います。 

○委員（亀田英雄君） さっきの財源のところ

の話なんですが、特例債と災害単独、組み合わ

せていうとはでくっとですか。ここは特例債な

んだよ、ここは何て言うか……。そすと、間に

合うじゃなかですかって思うたもんだけん、言

うたばってんですね。そんな借り方もでくっと

ですか。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） おっしゃら

れたこと、私も実は考えたことがございまし

て、できないものかというふうな相談もさせて

いただいたところなんですけども、まあ、何と

も明確なお答えをいただけなかったというの

が、――まあ、自治体さん次第ですたいという

言い方だったもんですから、まあやっぱちょっ

と違うんだろうなと。要は、補助金のこれだっ

たらば、この借金をなんですけれども、この借

金の赤んとこをこの借金をというのがどうなの

かなというところで、まだ明確には、はい、答

えいただいてないところです。 

○委員（亀田英雄君） あたかも補助金のよう

な扱いをされるもんだけんですね、よかっだろ

うと思うとりました。谷脇君と同じ考えで光栄

でございます。 

 だけん、補助金じゃなかっですよね。そこは

今までの言い方の外づけと一緒ですたい。もち

っと誤解を与えんごた表記ばせんば。補助金じ

ゃなかて言いながら、補助金のごた、表記ばす

るけ、いかんとだん。 

 で、何が言いたかったかというと、やっぱり

もう少し具体的に。 

 もう一点、ありました。さっきの７００人の

表記ですよ。７００人の根拠。こん構想に３５

を掛けんばんですたい。７００ていう、ちょっ

と多目にしとったほうが、後々、――もうぶっ

ちゃけた話ですばい、後々起債がしやすいんで

すよという話もあっとかな。それはない。な

ら、正確に出すべきですよ。と、それはもう意

見です。起債のために枠ば大きくして表記しと

っとかなという印象を受けたもんですから、そ

ればちょっと質問したこっでした。 

 以上です。 

○委員長（前垣信三君） ほかにはございませ

んか。 

○委員（村上光則君） 先ほどの庁舎の階数を

まだ決めてないというような話でしたが、階数

が決まらんで、こん、総事業費が出てくっとで

すかね。この階数が決まって、初めてこの事業

費ちゅうのは、高くなれば高なるって言いなっ

たでしょう。これは決めんといかんとじゃなか

ですか。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） あくまでも
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面積に対して、平米当たり幾らという掛け方を

してからの概算ですから、あくまでも概算で

す。面積も概算です。で、必要な面積はどのく

らいなのかっていうのがこの基本構想で、そっ

から先、それをどういうふうに積み上げるの

か、どういう配置にするのかは、基本設計で設

計士の方がこの基本構想を見ながら考えていか

れるものでございます。 

○委員（村上光則君） それでは今、新しくさ

れました１万９０００平米ですかね、床面積。

これでいって１１２億ですか。この床面積から

いって、計算して。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 今、提案ち

ゅうか、お出ししております、この１万９００

０平米で建物のほうが９５億、総事業費が１１

２億と御説明させていただいたところです。１

１２億です、失礼しました。 

○委員長（前垣信三君） ほかにはございませ

んか。 

○委員（村上光則君） 私が言うとはですね、

今まで言うてきましたけども、隣の総合病院が

あるもんですから、あそこを基本にして計算を

した場合にですよ。あそこが１００億なんでし

ょうが。設備全部入れてですよ。要するに、あ

の建物も、普通の事務所とか何とかじゃなく

て、医療器具を巻き込んだ、非常にレベルの高

い施設なんですよね。だから、あれが１００億

なんで、１４階なんですよ。だから、それを半

分にしたち５０億でしょう。７階建てで５０億

になりますよ。その辺、計算してもらわんとど

ういうふうになりますか。私はそういうざっと

した考え方ですけども、あれが一番基本になっ

とやなかですか。だから、８０億あればもう十

分じゃなかっですか。何階建てを建てる予定で

すか、大体。どがん建物建ててもですよ、今の

八代には五、六階しか要らんと思うとですよ。

私の考えばってんですね。だって、分散すれ

ば、そんなに要らんでしょう。それで、１００

億以上であれば１５階になるとやなかですか。

１００億で１４階建っとっとだから、以上であ

れば、１００億以上は１５階以上になっとやな

かですか。 

 私が言うとは、なぜならばやっぱしほかの施

設もつくっとは、もう目に見えとっじゃないで

すか。なるべく予算を抑えて、ほかの施設もつ

くったらどぎゃんですか。だから、心配して言

うとですよ。階数もまだわかっとらんと言われ

たら、どぎゃんするですか。床面積はわかっと

っでしょうが。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 建設に関し

ますことでございますが、そもそも建設単価と

申しますのは他市の事例、この特別委員会でも

いろいろ御説明してまいりました。東日本震災

前はこれでしたが、東日本震災後は大体平米５

０万ぐらいになってきてますよということも御

説明して、今も労務単価が上がってきてること

等、御説明してまいりました。 

 それで、必要とされる面積、それが１万９０

００平米であれば、その単価を掛けるとこの金

額になりますということで、建築費約９５億円

ということで出させていただいております。 

 総合病院との比較といわれますけども、総合

病院は３万平米ありまして、それで１５階と、

行政庁舎といいますのは、どうしても市民の皆

様が座れる部分等ございますので、総合病院を

基準にして階数を決めるとかそういう問題では

なく、必要なものを必要な、使い勝手がいいよ

うに配置するっていうことを、今度基本設計で

建築士の方が考えてくださるものと思っており

ます。 

 以上です。 

○委員（古嶋津義君） 村上委員、よろしゅう

ございますか。 

○委員（村上光則君） 後でよかです。 

○委員（古嶋津義君） パブリックコメント、

そして市民検討委員会の意見等も踏まえて、き
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ょうのような、まあ、基本構想になったものと

思います。私どもは集中型を提案をしてきた立

場上、少し残念な気持ちでありますが、まあ、

このような意見が多かったということで、ある

程度は納得しなければいかないというふうに思

っております。平米数については１万９０００

平米、もっと減らそうと思えば、今度、議会棟

もここを改修されるなら、議会棟はこんまま置

いて、できるような気持ちも私は持っておりま

す。 

 まあ、それはそれと別にしまして、まあ、先

ほど質問がありました合併特例債とですね、さ

っき出ました８５.５％の兼ね合いでございま

すが、これを組み合わせることは亀田委員から

のほうからの質疑でも、まだ明確な答弁はない

という話でございましたが、総務省の幹部のお

話を聞けば、よかごた話も聞きますしですね、

その辺のところが組み合わせができれば、一番

いいのかなと思っております。特に、人吉の庁

舎なんか、当初は分散型でしたが、今度、ま

あ、こん金が出るということで、従来ならば原

状復帰が従来であったんですが、復興という意

味も含めて、少し膨らんでいるようであります

ので、この辺のところをですね、私どももお尋

ねは別のルートからさせていただきますが、ぜ

ひ担当課としては、この辺のところを早目に把

握をしていただきたいと思います。現時点で

は、まあ、多分合併特例債が一番有効な財源か

なとは思いますものの、今のままずれ込んでい

けば、まあ、建設に当たって尻っぽのほうが少

し合併特例債の適用から外れるのかなと心配を

しておりますので、その辺のところを事務局と

しては急いでいただきたいというふうには思っ

ております。 

 以上です。 

○委員長（前垣信三君） 意見が要りますか。

いいですか。 

 ほかにございますか。 

○委員（橋本幸一君） 今の補足ですが、財源

の問題ですが、結局長くなれば、恐らく１０年

という流れの中でしかできないということは、

もう制約があるわけですが、やはり震災のため

の復興資金ですから、それが何なら、どうせな

らこれは途中でストップされると、これはもう

想定されるということを私聞いております。だ

から、そのまま３２年に区切れるから、じゃ

あ、後ということが、果たしてその時点である

かないかということも、やっぱりちゃんと私た

ちはそこを頭の中に入れて考えなければならな

いということで、やはりまずはこの合併特例債

を１００％使い切ると。そういう最初の今の発

想はですね、そこをやっぱり視点を置いていか

んと。これが使えるかもしれんからよかかもし

れんなと、やっぱそういう考えじゃ、やっぱは

っきりしてない部分では危険性もあるから、そ

こで進める上では、やっぱちゃんとできるもの

を今っていうことを、やっぱそういう視点でや

っていただきたいと思います。 

○委員（山本幸廣君） 今の関連ですけども、

冒頭から岩本部長、谷脇課長から陳謝の言葉が

ありましたですね。そういうの含めて、我々は

特別委員会というのは、新庁舎の問題について

は規模と予算とですね。そして、もう一つある

のが、はっきり言って機能なんですね。この三

つを特別委員会が調査を今しておるわけでしょ

う。 

 だから、いろんな意見が出ておりますけど、

今までずっと聞いておりましたけども、やはり

執行部の考え方と特別委員会の考え方というの

は、いろいろと執行部が提案した中で、パブコ

メでも御存じのように、私たちはこれこれの中

でも両論併記というのをですね、市民の方々に

問うていただきたいということで併記をいたし

て、市民の方々はそれをですね、やはり評価す

るところは評価をする、評価しないとこは評価

しない、市民の意見というのがパブコメで、今
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回、先ほど来谷脇課長が報告がありました。そ

してまた、今、古嶋委員からもですね、やはり

分散の賛成のほうも少し多かったんやなかろう

かということで分散型というような話もこう、

それについては承諾をせないかんだろうと。評

価せないかんだろうという。 

 私も集中であろうが、分散であろうがです

ね、この機能と予算と、これについては私たち

は真剣に、――執行部がしっかり考えて素案を

つくり、基本構想の中で素案をつくり、そして

また基本構想をどういう一つのコンサルにです

ね、任せていくのかと。実施も同じなんです

ね。執行部がしっかりした理論武装というのを

していただきたいというのが私の考えです。そ

れはなぜ、縦割り行政であるわけですから、や

はり建設部もおるし、財務部もあるし、だから

そこらあたりで常日ごろから、これ、新庁舎に

ついては機能、予算、そしてまた予算と規模と

機能ですよ、それ、やっぱ執行部が本当です

ね、やはりこうぶれない、執行部としてです

ね、私は提案をしていただければと。パブコメ

が出ましたから、もう本当にこれが最終の段階

ですよということをですね、きょうも自信を持

って提案していただければ。私は、それによっ

て特別委員会としては、私は委員長、副委員

長、私は特別委員会委員として、きょうはよろ

しければ特別委員会はいろんな延長もしながら

でもですね、特別委員会の方針として市長にこ

ういう取りまとめをしましたということを、私

は委員長に、これは昨晩、電話をいたしまし

た。で、委員長に、それは最後に私はお願いし

たいと。特別委員会が取りまとめた中でです

ね、そりゃパブコメのことも全部はっきり言っ

て、もう見えてきたわけですので。そしてまた

執行部もきょう出していただきました、この資

料をですね。その中で、私はやっぱり特別委員

会としての方向性というのは、まとめて市長に

私が提案すべきだと、そのように思います。 

 ですから、そこらあたり、きょうは取りまと

めて、きょうは成案ですよと岩本部長言われた

んですけれども、それは少し時間待っていただ

きたい。そしてまた特別委員会でいろんな議論

をしながらですね、なるだけ１日も早く特別委

員会の方針を出して、市長にその方針を伝える

と。報告するというような形を、委員長、これ

はとっていただきたいと私は思います。これは

委員長にお願いをしておきます。 

 それと、私も常に考えておりました。この分

散について、先ほど来から意見が出ておりまし

たけども、私たちが特別委員会で案を出したの

が８８億でしたね。で、職員数が５４７、そし

てまた波村私案っていうのがありましたですよ

ね。これについては６９６人。先ほど来、谷脇

課長が言われた７００人っていうのは、この波

村私案に近いんですよね、７００人っていうの

が。それで、事業費１１３億円ということなん

です。 

 ずっと市長部局集中外局分散型という波村案

が出ておりましたですね。で、それについて、

１０３人を分散をするということでした。それ

が私たちは２５２人を分散をしてほしいという

ことだったんですが、執行部としては農林水産

部を、これは鏡の支所というのをですね、外し

て、ここの人数が大体９１人ぐらいあります、

農林水産部がですね。それについては鏡支所か

らは外したいと聞きました。ということで、波

村私案についてはですね、千丁支所が８２人、

それから鏡支所は２１人、元に帰るような状態

で波村私案の中で１１３億という提示をなされ

とるわけですね。 

 ですから、私はこの私案の中で、じゃあ、今

回を正規で執行部がこの数字の提案をもう成案

ですよというような岩本部長が言われましたの

で、それについては、やはりいろんな私案があ

りました。最終的には検討委員会の私案、１３

４億が出ました。そういうことを考える中で、
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今回については数字が出てまいりましたので、

それならば少し時間をかけて議論をさせてほし

いというのは、私はぱっと見て、今、谷脇課長

から、これはページ数は５ページなんですが、

鏡支所の農林水産部を残してくださいとかです

ね、いろんな分があります。支所の機能を残し

てくださいという、この機能というのがです

ね、私たちは特別委員会の調査をするですね、

そしてまた庁舎内で本庁舎でどのような機能を

するのかということ、支所の機能と本庁の機能

というのを、私は特別委員会では、これは私た

ちは調査しましょうということなんです。それ

をまあ、誤解のないようにしてください。 

 で、そういうことを考えれば、執行部のこの

市の考え方というところ、右の欄を見ていただ

ければ、私もページ数、先ほど見たもんですか

ら。谷脇課長が言われました。各支所の地域の

特性というのは、平成１７年の合併のときにで

すね、これははっきり言って問われて、審議会

の中で１０年間という審議会を残しましょう

と。これは地域特性を、１市２町３村が合併を

したときの申し合わせをですね、まあ、はっき

り言って、審議会を１０年間は残すと。それに

ついては地域の特性、特色というのを生かして

いこうということで、地域を残そうということ

で、各２町３村をですね、その地域振興の中で

充実をしていこうと、支所の機能をですね。そ

ういう考え方だったと思います。合併当時、平

成１７年はですね。それを市の考え方として

は、活動を支援していくと。同時に、各支所は

新庁舎建設後も支所の機能の維持、この次の拡

充というのが、私が全協で中村市長と副市長

に、これはぜひとも拡充してほしいというお願

いをしました。そのときに市長としては、絶対

に支所と出張所の機能については考えますとい

う市長の御答弁でした。そういうことを考えた

中での執行部が今回、成案を出されたのかです

ね、そういうことを私はお伺いをしたいと思い

ます。そしてまた拡充を図りながら、市民の協

働を図るように活用していきたいということを

ですね、市の考え方は今、出しておられるわけ

ですので、その支所の機能ですね、充実、拡

充、そしてまた出張所の、公民館はもとよりで

ありますけども、出張所の拡充、ここらあたり

について、私はやはり市は縦割りの行政であり

ますので、しっかりした部局の中でですね、検

討した中で、今回の成案を出されたのか、そこ

あたりをお伺いをいたしたいと思います。 

○財務部長（岩本博文君） 今、具体的にどう

いうふうな方針でそれに臨むかっていうところ

までは、取りまとめはできておりませんけれど

も、当然そういうところでの御要望とかいただ

いておりますので、それを念頭に置きながら、

今回の基本構想は取りまとめたところでござい

ます。 

○委員（山本幸廣君） 岩本部長、それなら

ば、はっきり言ってこの７００という数字は、

分散の中では変わってくると思うんですよ。拡

充をすればするほど、支所、出張所というの

は、それに人員配置をしなきゃいけないんです

よね。それは市長も、――私が市長に支所の機

能の充実をしてほしいと。これは今回の地震の

中でのですね、市民の方々の声を反映した中

で、私はあの全協で発言をしたと思います。 

 そら、地震がなかったらどうなのかというこ

と。地震がなくっても、庁舎の問題は合併当

時、これは申し合わせをしたわけでしょう。三

角のエリアの中で、新庁舎建設をやるという。

ですから、地震が来ましたので、来たからこ

そ、防災機能の充実なり、ワンストップなり、

そういう問題というのをですね、しっかり新庁

舎、新しい新庁舎建設するときには考えていこ

うというのが、私は現実の考えだと思います。

そういうことになれば、出張所の充実拡充をす

れば、やはりどんなに住民自治であろうが、パ

ブコメであろうが、どういう方向性でいくのか
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わかりません。けれども、やはりワンストップ

というのは本庁だけのワンストップじゃいけな

いんです。その支所なり出張所のワンストップ

というのが、高齢化社会にマッチをした、新し

い八代市が取り組んでいく、私は八代市じゃな

からんといけない、そのように思います。 

 ワンストップというのは、集中した中でのワ

ンストップじゃありません。高齢化社会と谷脇

課長がしっかり言われました。そういう中で考

えれば、やはり支所なり出張所の機能充実の中

でワンストップをして、高齢者がその場所でや

はり行政の問題についてもですね、処理がそこ

でできる、それがワンストップなんですよ。だ

から、住民票であろうが、何であろうが、生活

保護の問題、かれこれあろうが、その地域でワ

ンストップができるような、やはり新庁舎建設

に、私は考えていただきたい。強く強く要望し

ておきますけども、そこらあたりについての私

の意見について、何か岩本部長、お答えあれ

ば、ひとつお答えしていただきたい。 

○財務部長（岩本博文君） 組織機構のこと全

般にわたる話、なかなか難しいんですけれど

も、過去にいろいろそういう経験をいろいろな

組織改革に携わった経験からちょっと思いを言

わせてもらいますならば、その状況状況に応じ

まして、かなり流動的に組織は変化してまいり

ます。ですから、現在、今申されましたような

ところは外すことなく、その時代時代に応じた

ところで考えさせていただきたい、そのほうが

より効果的な住民サービスができるんじゃない

かなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 岩本部長、その都度、

その都度というのは、本当に私は堅実だと思い

ます。構想というのは、これはあくまでも構想

なんですね。ですからこそ、私は今の部長の今

の答えについては、少し私の考え方とは違って

いるというふうに思います。 

 先ほど来、谷脇課長が――財政の問題につい

てちょっと質問させてください。質問ちゅう

か、お伺いしたいと思いますけども、谷脇課長

の先ほどの説明については、私は大変評価をし

たいと思います。私たちはメディアなり、そし

てまた熊日さんなり、そしてまたいろんな朝日

さんなり、西日本さんなりですね、記事を見る

機会がたくさんあります。本当に報道機関の方

々には苦労いただきながらですね、記事を、私

たちいろんな市民、国民にその情報の提供をし

ていただいてる。この場でありますけども、委

員長とはちょっとあれですけども、本当に評価

したいと私は思っております。感謝しておりま

す。 

 それはなぜかといいますと、先ほど谷脇課長

が一般の今回の災害復旧事業債についてお話が

ありました。私は、これと合併特例債は共有で

きるもんだと、私はそういうふうに思っており

ました。ところが、今の答えを聞きながら、そ

れは合併特例債じゃないとなかなか難しいと。

今回、政府要望に行かれましたですよね。政府

要望に行かれて、執行部が行かれてから、政府

要望の地元衆参国会議員の先生方の意見の中

で、それは全部補助金だと。補助金で賄えるん

だという発言をされた国会議員の先生もいられ

たそうです。単独事業債、今回の復旧の事業債

についても、これについても補助金的な考え方

で説明をされたということもお伺いをいたしま

した。そういうことならばですね、私は今、６

カ月という、東北震災ありますけども、やはり

メディアの方々がしっかりした情報をつかんで

いただいておりますし、その前にやはり首長な

り、私たちは、いつものように市、県、国とい

うパイプをしっかり持っているという発言を、

たまたまじゃありません、いつもでありますの

で、それについては的確な情報というのをです

ね、国会議員の先生に、地元選出の国会議員

に、それははっきり情報をいただくと。そうい
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う中で、こういう提案をするんだということを

ですね、私はしっかりつかんで、そしてまた単

独災害の復旧事業債についてもですね、谷脇課

長が言われましたように、私はこのメリットと

いうのは、まあ、１０年間であるということを

橋本委員も言われましたけども、私はこれはも

う本当に今のうちの財源からうちの財政状況ば

見た場合には、物すごか得をする事業債である

んですよ、この事業債というのは。私は、この

事業債はですね、活用しなければですね、じゃ

あ、合併特例債の特例債、特例債と言いますけ

ども、後の事業が、後の集中事業というのはた

くさん待っているじゃないですか。今回も請願

については、武道館等の請願が来ているような

状況であるそうでありますが、それしてから市

立病院も含めてありますけども、まあ、あとの

汚水処理場も含めてありますけども、そのよう

な中で、私は事業債というのは、しっかり今回

の地震の対象になる、やっぱり閣議決定をした

わけですから、これについては的確な情報の中

で私たちはこの財政、予算規模についてもです

ね、真剣に捉えていただきたいと。強く、これ

については要望をいたしておりますし、私たち

議会も特別委員会もそれなりの努力はしなきゃ

いけないと思っております。 

 本当にそういうことを思いながら、先ほど

来、谷脇課長が言われました正規職員の１人当

たりの３５.３平米、これは臨時職員を含まな

いということに、私は当初から思っておったん

ですが、それは間違いないわけですね。ちょっ

と答えてください。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） あくまでも

正規職員でございまして、臨時職員は含みませ

ん。 

○委員（山本幸廣君） 今、臨時職員は何人お

りますかね、うち。 

 よろしいです、よろしいです。じゃあ、委員

長、よろしいです。後から数字を私のほうに直

接でいいですんで。 

 まあ、臨時職員が多い多いということの発言

は、どこどこでも聞きますね。うちについて

は、まあ、岩本部長もそういう話を発言された

ことがありますけども。 

 臨時職員が多いということであればですね、

やっぱりこの正規職員の今回についても７００

という数字を出されておりますけども、やっぱ

りこの数字というのは、どんどんどんどん変わ

っている可能性もありますので、そこあたりに

ついてもしっかりつかんでいただきたいと思い

ます。これ、要望しときます。 

 それと農林水産部がなぜですね、今回につい

て、鏡から外す考えの中で今回提案されたの

か。そこあたりの理由をひとつ聞かせてくださ

い。 

○財務部長（岩本博文君） 今回の基本構想の

中には、どこの部署というのは示しておりませ

んので、数だけですので、特定してこの部署を

外すとかということは、今この段階では全然想

定をしてるものはございませんというか、具体

的には今おっしゃった農林水産部を外すからこ

の数字になったというようなことではございま

せん。 

○委員（山本幸廣君） その言葉が返ってくる

と思いました。 

 なぜかと言いますと、当初、この農林水産部

を鏡支所というのは私が発言した問題でありま

したからですね、それについては今回は、先ほ

ど来、谷脇課長が言われましたので、部署につ

いては考えてないという。考えてないというこ

とはないんですね。考えとる中で、今回はこう

いう一つの提案の仕方しましたということだと

思います。そうしなきゃ理解できないというよ

うな状況、私は理解できないというように思い

ます。 

 当初、私が農林水産部をと、なぜかと言いま

すと、熊本県がフードバレーの構想の中で、新
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しい施設をつくっていただきました。それは県

の研究所を含めてからあります、施設、鏡にで

すね、大きいのがですね。それと、それから今

の八代市が単独で持っております、今の分析で

すね、土壌分析をするところ。そういうのを含

めて、と同時に、八代農業高等学校という県立

がありますので、よろしければ研究機関もある

し、そしてまたそういう第一次の産業のところ

が多いところだから農林水産部についてはとい

うことで、将来、ＪＡさんも今のところから引

っ越しをする、中央のところですから、今の本

所は移動する可能性が十分、１００％あります

からですね、そういうの考えながら農林水産部

というのは鏡のほうがいいんじゃなかろうかな

という理論武装した中で、私は要望し、発言を

しております。それについても、先ほど来の今

の部長の答弁でありますので、それについては

それ以上は追及というか、お願いはいたしませ

ん。あとですね、意見として申し上げさせてい

ただきたいと思います。 

 以上、私のほうからですね、今執行部が説明

なされた中で資料をいただいたので、感じたこ

とを皆様方に説いたということで、よろしくお

願いしときます、委員長。 

○委員（橋本幸一君） 今、先ほどの山本委員

の質問の中で、ちょっとまた追加質問したいん

ですが、支所でのワンストップサービス、これ

はもう本当に重要なことと確かに思います。今

まで、これまで合併後、総合支所機能としてで

すね、ある程度、ある意味ではワンストップサ

ービス的な機能を今までずっと維持してきたと

私は考えております。その中で、毎回毎回、支

所機能をどうするのという質問があってるんで

すが、これは企画のほうにですね、あってたん

ですが、で、企画からの返答というのが、とう

とうまだ何もない。本来、きょうは財政部長じ

ゃなくて企画振興部長から、本来なら答弁いた

だきたかったと思うんですが、その辺について

はどのような状況になってるのか。きょうは企

画は。（｢来とらんです」と呼ぶ者あり）来て

ないですか。だからですね、やっぱり肝心なと

きには企画が来てないという。ちゃんとした機

会を設けてですね、対応していただきたい。次

回で結構です。 

○委員（矢本善彦君） ２３ページの事業費の

概略策定の中で、１１２億と明記されておりま

すが、辻参事にお聞きしますけども、免震機能

を備えた庁舎建設を考えているのか。それか

ら、何階以上免震が必要か、ちょっと教えてい

ただけますか。そして、単価は幾らぐらいかか

るのか。平米数でわかっとかな。辻君が専門だ

ろうけん。 

○委員長（前垣信三君） 手を挙げてくださ

い。 

○新庁舎建設課新庁舎建設係参事（辻 雅彦

君） 新庁舎建設課、辻です。よろしくお願い

します。 

 今の御質問に関しては、免震……。（委員矢

本善彦君「考えているのか」と呼ぶ） 

 考えているのかですね、まずは。（委員矢本

善彦君「免震、耐震」と呼ぶ） 

 まず、免震構造やほかの耐震、制震など、構

造はそれぞれありますが、これ自体は設計の段

階で考えるものと考えておりまして、今現在、

想定しているものではございません。（委員矢

本善彦君「それと、何階以上じゃなからな免震

が必要か」と呼ぶ） 

 何階以上でないとというのは、階数が免震装

置という……。（委員矢本善彦君「５階までは

要らないとか」と呼ぶ） 

 免震装置に関しましては、地面と基礎の間に

一般的な構造であれば緩衝装置をつけるという

イメージだと思いますが、階数に関しては、高

い階数よりも、高いといいますか、むしろかな

り超高層とかそういう高さのビルになりますと

転倒のおそれがありますので、免震は適してい



 

－24－

ないといわれております。で、免震装置につい

ては、階数が１階のものであっても、それが５

階のものであっても可能な装置です。単価につ

きましては、その装置の内容、その設置をする

数とかで違ってきますので、これは今現在、平

米単価で幾らぐらいだというのは、ちょとお答

えしにくい点ではございます。 

 以上です。 

○委員（矢本善彦君） 私もこの前、免震の試

乗会に、試験的に乗らせていただいたんですけ

ども、そのために試乗会されたじゃないかなと

思ってから。そこはどういうふうに考えてるん

かな。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） もう随分

前、雨が降った日だと思いますが、免震装置と

いいますか、体感するための車、鹿児島のほう

に行くということで、途中寄っていただきまし

て、特別委員会の皆様にも御案内差し上げたと

ころでございます。 

 あれは通常の揺れと免震装置があったときの

揺れ、あと制震でしたっけ、あと耐震、それぞ

れの揺れが大体こんなふうな感じで伝わってく

るんですよというのをわかっていただくいいチ

ャンスだったものですから、あのときは、こう

いう構造にしたいんだっていうんじゃなくて、

耐震とはどんなもので、免震とはどんなもので

というのがわかっていただくために御案内しま

したというところでございます。 

○委員（矢本善彦君） はい、わかりました。 

○委員長（前垣信三君） ほかに御意見ござい

ませんか。 

 はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 今、矢本委員が言われ

たとにちょっと確認ですけど、辻さんに確認し

たいんですが、以前、私は辻さんからですよ、

この平米単価５０万という中に免震構造の建物

を建てるというあれで平米単価５０万というよ

うな話をですね、私は聞いたと記憶しとっとで

すよ。それが入って５０万なんですって話ば聞

いた。今、違うような言い方したっですけれど

も。入っとっていうふうに、私は聞いたです

よ、前。 

○新庁舎建設課新庁舎建設係参事（辻 雅彦

君） 今の免震装置につきましてのお答えは、

多分私ではなくて別の者だったかもしれません

が、お話をしたかと思います。設計の段階での

金額は、今現在、出ておりませんで、それぞれ

の庁舎の事例を挙げて平米単価を出しておりま

す。ですので、その庁舎自体で耐震構造であ

れ、免震構造の施設もあったかと思いますの

で、平均してその単価を出しているかと思いま

す。 

 その金額自体が平米５０万で、免震装置を入

れられるかどうかっていうのは、設計段階で組

み込んで設計するものでありますので、今現

在、それが入ってる、入ってないっていう明確

な答えは出せません。ただ、それは想定して設

計を発注することは可能ですので、そういう考

えでいただければと思います。 

○委員（野﨑伸也君） わかりにくい答えでし

たが、私が聞いたのは、多分皆さんも記憶があ

られると思うとですけど、辻さんが免震の構造

の単価まで入って平米単価５０万ですって話ば

されたっていうふうに、私は記憶しとりました

んで。それはまあ、言われたのがどうかわから

んとですが、まあとりあえず、いろんな、もう

根本的に金額的なのがまた変わってくるという

ような話になってくるもんですから、そこは。

気をつけられとったほうがよかかなと思いまし

て。 

○新庁舎建設課新庁舎建設係参事（辻 雅彦

君） お答えします。今現在、わかりにくいっ

ていうお話ですが、確かに今現在、設計で単価

を出してるわけでないので明確にお答えしなか

ったわけですが、当然平米５０万で免震装置を

入れる設計をするということで事業を進めてい
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ければ、その金額の中でおさまるような設計の

確保を進めたいと思ってます。今現在、まだは

っきりしてない段階です。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

○委員長（前垣信三君） ほかにございません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 意見ばお持ち帰りにな

るという、きょうは、ことでしたよね。そうで

したよね。持ち帰りたいという話だったんで、

意見をよろしいですか。 

 先ほども何点か言いましたけれども、まず仕

事のやり方ですよね。さっきも言ったんです

が。山本委員が言われたように、支所もそうで

すけど、一番近くの公民館機能の充実ですよ

ね。そやんとこも考えた中で、新しい庁舎建

設、自分たちの働き方、仕事の仕方、考えなが

ら、構想のほうももう一回つくっていただけれ

ばということが１点。 

 そして、一番大事なところがですよ、私たち

は分散型っていうのを一生懸命になってつくら

せていただいて、提案もさせていただきまし

た。一番私がネックになってるのはですね、や

っぱり、なぜ分散型を私たちが提案したかって

いうのは、根本的に考え方的にですよ、庁舎建

設だけが全てじゃないと。結局、何をするにし

ても借金ですから。いろんな施設を更新したり

だったり、補修したりだったり、今からずっと

目に見えてわかるものがいっぱいあると。だか

らこそ、この庁舎建設だけにお金をかけたくな

いんだと。極力お金をかけないような庁舎をつ

くりたいんです、だから分散、使えるものは使

ってからやっていきましょうよというようなこ

とを提案させていただいた、分散型という形

で。 

 まあ、その分散型の提案の中で、建設工事費

が７１億、そして総事業費８８億というような

ことで出していただいておりますんで、まあ、

余り無理なことを言っちゃいかんかともしれん

とですけれども、極力この数字に近くなるよう

な形でですよ、再度御提案いただければなと。

意見ですから、お持ち帰りいただきたいという

ふうに思います。 

 その２点なんですが、今お伝えしましたけれ

ども、先ほど山本委員が言われましたように、

この特別委員会で１つの提案っていうのをです

ね、方向性っていうのを市長に出したいという

ような話をされました。私は大賛成です、それ

に。やはり議会として、この特別委員会として

いろんな議論を何回も何回も時間かけてやって

きたという中で、最終的に岩本部長が、きょ

う、これが成案なんですという提案をされた。

これに対してというわけじゃないんですが、こ

れとは別個で、私たちはこういう特別委員会の

最終的な判断をしましたということで、これを

もって市長はお考えを最終的に出していただけ

ればということで、山本委員が言われたよう

に、この特別委員会としての意見、要望なりを

ですね、まとめて、やっぱり出していただけれ

ばと思ってますので。 

 今ほど２点言いましたけれども、それも入れ

ていただけるように努力したいなと思いますん

で、とりあえずきょうお持ち帰りたいという話

でしたんで、２つだけ、とりあえず言わせてい

ただきました。 

○委員（山本幸廣君） 重ねてですけれど、委

員長にお願いなんですけども、冒頭、先ほど、

今、野﨑委員からも意見がありました。要望で

ありますので、意見でありますので、よろしけ

ればそういう方向でですね、進めていただきた

いと思います。 

 なぜかと言いますと、いろんな集中型と分散

型というので、今回、執行部が分散で出された

中でですね、やはり橋本委員なり、そしてまた

自民党の委員さん含めてでありますけども、そ

れはそれとして不服もあるけれどもというよう
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な意見が出ましたので、そこらあたりを特別委

員会でですね、やはり方向性というのは一緒

に、執行部の提案した中で、――私がなぜ言い

ますと、今ちょうど全国の高校野球大会があっ

ております。本当に、朝日新聞さんが主催でや

っておられるんですけども、私も５日間行って

まいりました。あすは朝６時から、また行きま

すけども、あの戦いの中でですね、フェアプレ

ーをしながら、そしてまた本当に努力をした生

徒たちのあの姿を見た中で、執行部と特別委員

会と議会と、私はフェアプレーの中で最後ね、

握手をして、そして頑張れよという、そういう

𠮟咤激励するような、私は特別委員会で執行部

にエールを送ると。そういう段階で特別委員会

をおさめさせていただきたいというのが私の考

えです。いついつまでもですね、執行部の考え

方と議会の考え方というのがですね、違ったら

ですね、私はいい新庁舎はできません。そして

また、市民の方々の負託に応えることもできな

いと思うんです。 

 そういうことで、あすも私は６時から行きま

すけども、最終２２日、帰りますけども、ほん

とにフェアプレーで執行部の方々に考えていた

だくし、また、真っさらで、ガラス張りに私は

提案をしてほしい。私たちもこの委員会の中で

ですね、委員長、副委員長、お願いしますけど

も、ぜひともフェアプレーでですね、執行部に

対してこの新庁舎建設をですね、早く実現、そ

してまた解決するような方向で、委員長、副委

員長、頑張っていただきたいと思います。要望

です。意見です。 

○委員長（前垣信三君） ほかにございません

か。 

○委員（亀田英雄君） 先ほどの野﨑委員の意

見に大賛成です。言わんばんと思っとりました

けんで、重ねての話なんですが、これを機会

に、岩本部長も言われたんですが、行政サービ

スのあり方もですよ、時代に沿ってという考え

方をお持ちですので、時代のもう一つ先を行っ

てですね、新庁舎建設だけじゃなくて、行政サ

ービスのあり方というのを見つめ直してほしい

ということと、建設費の抑制ですね、しっかり

取り組んでいただきたいというふうに考えま

す。 

○委員長（前垣信三君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） なければ、今、複数

の委員さんから委員長、副委員長に市長部局と

の話をするようにと提案がありましたので、当

然アタックをとりまして、時間を設けて、説明

だけはさせていただこうかなと思います。あく

までも皆さん方の意見の総意ということですか

ら、そのあたりは市長部局と打ち合わせをして

みたいと思います。 

 いろんな意見が出ました。基本的には、新庁

舎の機能、規模、予算ということが、この委員

会の調査案件でもありますし、機能というの

は、正直言いまして集中か分散かというところ

になるのかなと思うんですね。そしてあと、規

模は、今、７００がどうかという話がありまし

たので、委員長個人として申し上げたいのは、

本庁にはこういう機能を残したいから７００人

だという数字が出てくればですね、わかるんで

すよ。とりあえず７００という数字が走ると、

７００掛ける平米掛ける単価になってしまいま

すよね。で、今、辻参事が、いやいや、それは

５０万には免震は入っておりませんという話に

なったときに、仮に基本設計、実施設計に入っ

た中で、これは免震が必要ですよとなった場合

にですよ、単価が上がる可能性がありますよ

ね。そしたら、全ての予算にはね返ってきます

ので、ある程度ですね、免震にすればこれぐら

いかかるんですよという事例も調べておく必要

があるんではないかと思うんですね。それで、

今、平均をしますと、免震も耐震も制震も含め
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て平米５０万とおっしゃるが、そのあたりをも

う一度、再確認をされないと、最終的には予算

が非常に上がってくる可能性もあると思います

ので、まず皆さん方の意見からいくと、７００

人の妥当性と、あとは平米５０万の、このあた

りのちゃんとした説明のできる資料を今後検討

していただきたいと思います。 

 さらに、執行部にお尋ねをしますが……。 

○委員（橋本幸一君） 委員長、よろしいです

か。確かに概算としては必要かもしれんです

が、今、もろもろの細部にわたっては基本設計

の段階での今の案、何ちゅうかな、質問内容だ

けを聞くと。で、まずは結局、総額と延べ面

積、その辺の基本構想の中での、そこはちゃん

とある程度、すみ分けしとかんと、基本設計と

基本構想が今ごっちゃにすれば、また時間だけ

とっていかんちゃないかな。 

○委員長（前垣信三君） いやいや、おっしゃ

ることはわかるんですよ。ただ――。 

○委員（橋本幸一君） すみ分けしたらいかが

でしょうかっていうことです。 

○委員長（前垣信三君） おっしゃること、よ

くわかるんですが、最終的な、ここで、案の中

で、平米数と金額が載ってくるじゃないです

か。で、これはあくまでも案というわけじゃな

いですが、構想ですよということで、基本設計

に入ったら変更する可能性があるという含みで

あればですね、この案の扱いをどうするかとい

うことが一番の問題になると思うんですね。

で、そのあたりは執行部はどのように考えられ

ますか。この案ということ、この消す、消さん

はどういうプロセスを経過されるのか。 

 どうぞ。 

○委員（増田一喜君） 今、免震とかそういう

のを言われたけど、免震とかそういうの取り入

れたりなんか今度はすれば、工期が長くかかっ

て、結局は特例債が使えないような状況になる

とじゃないですか。そこはどぎゃん考えとっと

か、ちょっと聞いとかんと。 

○委員長（前垣信三君） おっしゃるとおり。 

○委員（増田一喜君） やっぱりその中では

さ、耐震とか免震とかで考えないけんでしょう

けれども、工期を間に合わせるという中ではい

かがなもんなのかなという、ちょっと心配があ

るんですけどね。それだと、結局は一番大事な

合併特例債を使う、一番大事な最後の年に使え

なくなったちゅうたら、何のこっちゃっていう

ことにもなりかねない。そこらあたりもちょっ

と、なっとだろうかて。今の時期で、もう間に

合うんだろうかという、物すごい心配があるん

ですけどね。どこまで見込んで工期を見込んだ

のかなと思って。 

○委員長（前垣信三君） 何か執行部、答えら

れますか。 

 この基本構想はどういう扱いにするんです

か。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 基本構想

は、先ほどちょっと申したかと思いますが、実

際、基本設計をしていく段階で設計士が迷った

ときに立ち戻るバイブルが基本構想です。です

から、おおむねこの基本構想があるからこれで

全部を担保するというものではなくて、当然、

基本設計の中でも変わっていく、変わっていく

というか、基本設計の中でどんどんもんでいく

部分も出てくるはずです。ですから、ただ方針

としてはこれでどうでしょうかということで出

してるのが、この基本構想でございます。 

 あと、間に合う、間に合わないの話につきま

しては、当然、私たちが免震でいくんです、耐

震でいくんです、制震でいくんですというのを

決めてるわけじゃございません。それを決めれ

ば、また設計の中で縛りが入ってくるものです

から。ですから、書いてる言葉は、災害に強い

とか、そういう書き方です。要は、そこを設計

士がどういうふうに捉えるか、どう捉えて、じ

ゃあ、工期のこともにらみながらどの手法が一
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番ベストかというのを考えていってくれるとい

うところです。 

 ですから、さっき、あのとき耐震も入っとっ

たろうっていう御質問ありました。確かに、ひ

ょっとすると私が言ったかもしれません。これ

は多分、全国的な平均、どこの自治体も免震し

とったり、制震――制震は余りなかったんです

けども、耐震であったりとか、やってらっしゃ

いまして、その平均なもんですから、もちろん

その辺もにらんだところの単価ですという御説

明をしたような気もします。だけん、そういう

のは基本設計でわかっていくし、基本設計でそ

こで枠にはまらないんじゃないかということに

なったら、またそこでもんでいけばいいことで

すので、今、このバイブルの話、ここの中で議

論する部分ではないかと存じます。 

○委員（増田一喜君） ということでね、今、

基本構想の話をしよるもんだからね、今、答弁

があったように、基本設計か、そこらあたりで

考えることだけんで、今、委員長もそういう考

えでという、されたもんだけん、あれ、何か基

本設計のほうまで話いきよんのかなと思って。

そんなんなってくっと、何か妙な塩梅だなとい

う、あれあるし、そこまでいってしまうと、今

度、ほんなこて、間に合いませんて、今度はな

ってきやせんかなと、ちょっとその心配があっ

たもんだけん、お尋ねしてみたですけども。 

○委員長（前垣信三君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） それでは、なければ

基本構想（案）に係るパブリックコメントの実

施結果及び基本構想（案）についてを終了いた

します。 

 次回の委員会日程について、協議を行いたい

と思います。小会いたします。 

（午前１１時５８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時０５分 本会） 

○委員長（前垣信三君） 本会に戻します。 

 次回の日程につきましては、早い機会に調整

をいたしたいと思いますので、きょうの審査結

果を踏まえて執行部で検討いただき、私たち正

副委員長と日程の調整をしたいと思います。

で、時期的には来週の皆さん方の御都合を伺い

ながら、しかるべき日時を決めたいと思います

ので、よろしくお願いをいたしておきます。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。これをもちまして、新庁舎に関する特

別委員会を散会いたします。 

（午後０時０６分 散会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２８年８月１９日 

新庁舎建設に関する特別委員会 

委 員 長 
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